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１・地域の協議・報告・連絡事項 
  （1）防犯拠点「防犯たまプラーザステーション」より 
    パトロール実施報告 
    5 月 10 日  対象／東ブロック 東・二丁目中央・美しが丘郵政 
            今回は防犯カメラ設置状況などを見てまわった 
    次回パトロール予定 
    6 月 10 日  対象／中ブロック 団地 1～7 街区  18時 10 分団地集会所に集合 
  （2）防災勉強会「あおば災害ネット」について 
    6 月 27 日（土）午後 3 時～3 時 45分 
    たまプラーザ地域ケアプラザにて開催されます。 
  （3）赤十字募金・共同募金のご協力をお願いします。 
    辺見会長よりなお一層のご協力をお願いします。との協力要請がありました。 
  （4）自治会加入促進グッズの配付について 
    青葉区連合自治会長会より自治会加入促進のために配付されたいとのことです。 
 
2・青葉区連合自治会長会（連長会）の報告 
  （1）青葉警察署より 
4月分  オレオレ  キャシュカード  預貯金  還付金  その他  総数   被害金額 

青葉区内  3件     0件      1件   0件   0件   4件    約 500万円 

年間合計  11件    0件       2件   1件   1件   15件   約 9820万円 

交通ルールを守り、安全運転を！ 

 県内では 4月 1日制度開始から３０件を超える自転車交通反則通告制度 

  （青切符）を適用しています。 

 当署管内でも 3件の適用がありました。 

 自転車は安易な交通手段である一方、自身にも歩行者にも危険が及ぶ 

 乗り物です。慎重かつ交通法規を守り安全運転に努めてください。 
 
  （2）令和 8 年度感震ブレーカー等設置推進事業のご案内 
 大地震時の通電火災対策として揺れを感知すると自動的に通電を遮断する「感震ブレーカー」 
 の補助制度が開始されます 
 
 1・補助制度の概要 
  （1）申請期間 6 月 1 日（月）～令和 9年 1 月 31 日（日）（消印有効） 
  （2）補助対象 各世帯 
  （3）器具代補助額 重点対策地域全額補助、その他地域一部補助 
  （4）取付代行要件 高齢者・障害者等のみで構成される世帯 
  （5）申込方法 郵送、ＦＡＸ、Ｅ-mail、電子申請 
 2・問い合わせ先 
   地震火災対策コールセンター（6 月 1日から受付開始） 
   ℡ 0120-480-002  ＦＡＸ 03-6627-9989 
   受付時間 平日午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 
  （3）令和 8 年度家具転倒防止対策助成事業のご案内 
 大地震時の地震火災対策として、家具転倒防止器具の補助制度の受付が開始されます。 
   補助制度の概要や問い合わせ先等は上記のブレーカー等と同様になっていますから 
   ご参照お願い致します。 



令和 8年 5月度連合自治会議事録報告書 ＮＯ2 

 
（4）「小児医療費助成の対象年齢拡大」について 
 6 月 1 日から小児医療費助成の対象年齢を「中学 3 年生まで」から「18 歳年度末まで」 
 に拡大されます。 
  1，新たな対象者 
    令和 8 年 6 月 1 日以降、次の条件を満たすお子さま 
    ・中学卒業後、18 歳に達する日以降、最初の 3 月 31 日までの間にある 
    ・現在、小児医療証の交付を受けていない 
    ・横浜市内にお住まいで、健康保険証を持っている 
    ＊一部、助成の対象とならない場合もあります。 
  2，医療証の発送対象者 
    令和 8 年 4 月 25 日時点で横浜市内に住民登録のある方 
  問合せ先 健康福祉局医療援助課 ℡(671)4115 
 
 
3・その他 
 ＊ 学校・地域コーディネーターより 
   美しが丘中学校区コミュニティカレンダーについてご利用ください。 
＊ 青少年指導員より 
  6 月 13 日 美しが丘公園多目的広場にて モルク 行いますのでご参加ください。 
＊社会福祉協議会より 
  事業内容の説明があり、利用、参加のお願いあり 
 

以上 


